
令和７年

奥州市教育委員会会議録

第６回定例会６月26日招集

奥州市教育委員会



１ 開会、閉会等に関する事項

開催日時 開会 令和７年６月26日(木)午後１時50分

閉会 令和７年６月26日(木)午後２時15分

開催場所 奥州市埋蔵文化財調査センター

２ 出席委員等の氏名

教育長

１番 委員（教育長職務代理者）

２番 委員

３番 委員

４番 委員

３ 説明のため出席した職員の職及び氏名

事務職員出席者　丸山深幸教育総務課課長補佐

４ 本日の会議に付した事件（議事日程第１号）

５ 会議の概要

開会、会議成立宣言、本日の会議日程について「議事日程第１号」により進めることを宣
言、議案の審議

市議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出に係る臨時代理
処理に関し承認を求めることについて

奥州市社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて

奥州市立図書館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて

奥州市牛の博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて

第２　議案第１号

第３　議案第２号

髙　橋　　　勝

佐々木　哲　也

松　本　　　崇

菊　地　　　幸

猪　股　登喜子

高橋広和教育部長、松戸昭彦教育総務課長、千田有美学校教育課長、菅野明史学校教育課
主幹、小野寺正行歴史遺産課長、菊池淳協働まちづくり部生涯学習スポーツ課長

第４　議案第３号

第５　議案第４号

第１　会期の決定

 １



 第１　会期の決定について

本日１日限りと決定

第２

〇

【提案理由】
・ 令和７年第２回奥州市議会定例会において、市議会の議決を経るべき事件の議案を作成する

ことについて、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定により、市長から当委
員会の意見を求められたが、教育委員会を招集するいとまがなかったことから、「奥州市教
育長に対する事務委任等に関する規則」の規定に基づき臨時代理処理を行い、市長に対し意
見の回答を行った。この処理に対し、同規則の規定により当委員会の承認を求めるため、本
案を提出するもの。

【詳細説明】
・ 令和７年第２回奥州市議会定例会に市長が追加提案した議案のうち、教育委員会に関するも

のは、議案が１件、報告が４件である。

・ 議案第15号「令和７年度 奥州市一般会計補正予算（第３号）」は、10款教育費に関し、歳
出を２千460万８千円増額し、予算総額を97億６千809万６千円とするもの。教育委員会に
おける補正の主なものは、34ページ及び35ページのとおり。

・ 報告第１号「議会の議決を経た 工事請負契約の変更に係る 専決処分の報告について」は、
「水沢中学校 校舎等 改築建築工事」の請負契約において、躯体の耐久性を向上させるた
め、水切金物の設置や、軒天下地を耐食性の高いものとすることが必要となったことなどか
ら、工事費の増額が生じた。よって、令和７年３月28日付けで、当初契約に522万５千円
を追加し、変更後の請負金額を27億９千811万４千円とする変更契約の締結に係る専決処
分をしたもの。

・ 報告第２号「議会の議決を経た 工事請負契約の変更に係る 専決処分の報告について」は、
「仮称 奥州西 学校給食センター 新築建築工事」の請負契約において、厨房機器の仕様が確
定したことに伴い、排水溝を設置したことなどから、工事費の増額が生じた。よって、令和
７年３月28日付けで、当初契約額に212万３千円を追加し、変更後の請負金額を 11億７千
362万３千円とする変更契約の締結に係る専決処分をしたもの。

・ 報告第３号「自動車事故に係る 損害賠償事件に関する 専決処分の報告について」は、令和
６年11月13日午後１時55分頃、奥州市水沢佐倉河字大田地内の市道交差点において、奥州
市立学校の用務員が運転する公用車が、荷物を運搬するために市道を走行中、荷台の状況に
気を取られ、一時停止を行わないまま交差点に進入した際、北側から南進してきた相手方車
両と衝突する自動車事故が発生した。この事故によって、相手の運転者に傷害を負わせ、当
該車両を損傷させたほか、双方で 第三者の所有物である電柱を損傷させたものである。相
手方との協議の結果、市と相手方の過失割合を80対20とし、市は、相手方に対し、合計
174万８千878円の損害賠償額を支払うことで示談が整い、専決処分をしたもの。

・ 報告第５号「令和６年度 奥州市一般会計継続費 繰越計算書の報告について」は、令和５年
度一般会計予算において、令和５年度から７年度までの３か年として継続費を設定した 水
沢中学校 校舎等改築事業について、翌年度に繰り越す額が確定したもの。逓次繰越額は、
令和６年度の年割額29億５千540万９千円のうち、年度内支出済額 18億６千364万６千円
を除いた 10億９千176万３千円である。

【質疑等】
佐々木委員

　専決第７号の自動車事故において、怪我の状況はどうなっているか。
菅野学校教育課主幹

　まず相手の方は、エアバックが作動した衝撃で左の頬に傷を負い、若干首に痛みがあった
という状況。診ていただいた病院がかかりつけ医のため、今も通院はされているが、事故の
影響での通院は１日とのこと。こちら側の用務員についてもかかりつけ医に通院している
が、以前から腰痛等の持病を持っているため、どこからが事故の影響かという判断は難しい
ものの、現在は通常の生活に戻っている。

【討論】

松戸教育総務課長が議案を朗読、高橋教育部長が提案理由及び詳細説明

議案第１号　市議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出に係る臨時代理処理に関
し承認を求めることについて
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なし

採決の結果、原案のとおり決することに全員異議なし

原案可決

第３

〇

【提案理由】
・ 令和８年５月11日までの任期で委嘱している奥州市社会教育委員18名のうち５名につい

て、人事異動等があったことから、後任の委員を委嘱しようとするもの。

【詳細説明】
・ 異動のあった委員については、「学校教育関係者」及び「社会教育・家庭教育関係者」の２

つの選出区分の５名。「学校教育関係者」については岩手県高等学校長協会奥州支会、「社
会教育・家庭教育関係者」については、奥州市ＰＴＡ連合会、江刺教育振興会連合会、胆沢
教育振興運動推進協議会及び衣川教育振興運動推進協議会に後任者の推薦を依頼し、推薦の
あった方５名を委嘱しようとするもの。任期は、前任者の残任期間である令和８年５月11
日までとする。

【質疑等】
なし

【討論】
なし

採決の結果、原案のとおり決することに全員異議なし

原案可決

第４

〇

【提案理由】
・ 令和８年６月30日までの任期で任命している奥州市立図書館協議会委員15名のうち２名に

ついて、人事異動等があったことから、後任の委員を任命しようとするもの。

【詳細説明】
・ 異動のあった委員は「学校教育関係者」及び「家庭教育関係者」の２つの選出区分となり、

「学校教育関係者」については奥州市校長会、「家庭教育関係者」については奥州市ＰＴＡ
連合会に後任者の推薦を依頼し、推薦のあった方２名を任命しようとするもの。
任期は、前任者の残任期間である令和８年６月30日までとする。

【質疑等】
なし

【討論】
なし

採決の結果、原案のとおり決することに全員異議なし

原案可決

第５

〇

松戸教育総務課長が議案を朗読、高橋教育部長が提案理由の説明、菊池生涯学習スポーツ課長
が詳細説明

議案第２号　奥州市社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて

議案第３号　奥州市立図書館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて

松戸教育総務課長が議案を朗読、高橋教育部長が提案理由の説明、菊池生涯学習スポーツ課長
が詳細説明

議案第４号　奥州市牛の博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて

松戸教育総務課長が議案を朗読、高橋教育部長が提案理由の説明、小野寺歴史遺産課長が詳細
説明
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【提案理由】
・ 令和８年７月31日までの任期で任命している牛の博物館協議会委員５名のうち２名につい

て、人事異動等があったことから、後任の委員を任命しようとするもの。

【詳細説明】
・ 異動のあった委員は「学校教育関係者」及び「学識経験者」の２つの選出区分となり、「学

校教育関係者」については奥州市校長会、「学識経験者」については岩手ふるさと農業協同
組合に後任者の推薦を依頼し、推薦のあった方２名を任命しようとするもの。任期は、前任
者の残任期間である令和８年７月31日までとする。

【質疑等】
なし

【討論】
なし

採決の結果、原案のとおり決することに全員異議なし

原案可決

閉会
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